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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月５日（日） １４時１５分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖東岸沖 

滋賀県彦根市所在の雨
あま

壺
つぼ

山一等三角点から真方位３３３°２,９０

０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１６.８′ 東経１３６°１４.３′） 

事故調査の経過 平成２４年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ Ｍ
エム

・ＭＡＸ
マ ッ ク ス

、０.１トン 

   ２５３－３１８８９滋賀、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８８kＷ、平成２２年６月 

Ｂ 水上オートバイ 林
りん

虎
こ

琉
りゅう

、０.１トン 

   ２５０－５１４８７滋賀、個人所有 

２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１２kＷ、平成１７年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２３歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録 日 平成２２年７月１６日 

免許証交付日 平成２２年７月１６日 

（平成２７年７月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２９歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２０年１０月２日 

免許証交付日 平成２３年１０月２１日 

（平成２５年１０月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部に割損 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、琵琶湖東岸の彦根市長曽根町沖
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 を湖岸に沿って北東進していたところ、長曽根町沖に差し掛かった

頃、船長Ａが、左舷船首方に南西進中のＢ船を視認したので、Ｂ船と

左舷を対して通過したとき、Ａ船を停止しようとして左に旋回を始め

た。 

船長Ａは、左に３／４旋回して船首が南東方を向いた頃、Ｂ船の動

向を確認せず、Ａ船を停止するためにスロットルレバーを戻したとこ

ろ、Ｂ船も左に旋回していたため、Ａ船がＢ船の進路上で停止するこ

ととなり、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走に出て帰って来ないＡ船を

探すため、琵琶湖東岸の彦根市松原町の湖岸から出発し、湖岸に沿っ

て時速約５０km の速度で南西進した。 

船長Ｂは、長曽根町沖に差し掛かった頃、左舷船首方に北東進中の

Ａ船を視認したので、反転してＡ船に接近しようとし、Ａ船と左舷を

対して約５ｍ隔てて通過したとき、Ａ船の動向を確認せずに減速しな

がら左に旋回を始めた。 

船長Ｂは、平成２４年８月５日１４時１５分ごろ、Ｂ船が反転して

船首が北東方を向き、時速約２０km の速度となったとき、長曽根町

沖２５０ｍ付近において、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷中央部とが衝突

した。 

船長Ｂは、衝突によって胸部を負傷した船長ＡをＢ船に乗せて湖岸

まで運び、救急車を手配した。 

船長Ａは、救急車で病院に搬送され、胸部打撲、肋骨骨折、血気胸

及び肺挫傷と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：湖上 平穏 

 その他の事項 船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用しており、アルコール類の摂

取はしていなかった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、琵琶湖東岸沖において北東進中、船長Ａが、Ｂ船と左舷を

対して通過したのち、左に旋回してＡ船を停止する際、Ｂ船の動向を

確認していなかったことから、左に旋回したＢ船の進路上で停止し、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、琵琶湖東岸沖において南西進中、船長Ｂが、Ａ船と左舷を

対して通過したのち、左に旋回する際、Ａ船の動向を確認していなか

ったことから、停止しようとしていたＡ船に向けて航行し、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、琵琶湖東岸沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南西進
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中、両船が互いに左舷を対して通過したのち、船長Ａが、左に旋回し

て停止する際、Ｂ船の動向を確認せず、また、船長Ｂが、左に旋回す

る際、Ａ船の動向を確認していなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイで旋回する際は、旋回する側の状況を確認すると

ともに、他船と安全な距離を保って航行すること。 

 




